
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

四

二

号

内
閣
衆
質
一
八
六
第
二
四
二
号

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
「
日
本
語
教
育
機
関
の
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
「
日
本
語
教
育
機
関
の
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
日
本
語
教
育
機
関
の
運
営
に
関
す
る
基
準
」
は
、
文
部
省
（
当
時
）
の
「
日
本
語
学
校
の
標
準
的
基
準
に
関
す
る
調
査

研
究
協
力
者
会
議
」
に
お
い
て
、
日
本
語
学
習
を
主
目
的
と
し
て
我
が
国
に
滞
在
す
る
外
国
人
を
対
象
に
日
本
語
教
育
を
行

う
教
育
機
関
の
在
り
方
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
昭
和
六
十
三
年
に
策
定
さ
れ
、
平
成
五
年
に
見
直
し
が
行
わ
れ
、
さ

ら
に
、
平
成
十
五
年
及
び
平
成
十
九
年
に
、
当
時
法
務
大
臣
に
よ
り
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
を
行
う
機
関
（
以
下

「
日
本
語
教
育
機
関
」
と
い
う
。
）
の
審
査
・
証
明
事
業
を
行
う
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
財
団
法
人
日
本
語
教
育
振

興
協
会
に
お
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二

号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
表
の
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
留
学
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

る
活
動
の
項
（
以
下
「
留
学
の
項
」
と
い
う
。
）
の
下
欄
第
六
号
に
よ
り
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
っ
て
日
本
語
教
育
機
関
を

定
め
る
際
の
基
準
と
し
て
用
い
て
い
る
。
当
該
基
準
を
満
た
さ
な
い
日
本
語
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
当
該
告
示
を
行
っ
て
お

ら
ず
、
当
該
日
本
語
教
育
機
関
が
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と

と
な
り
、
そ
の
結
果
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に

一



掲
げ
る
上
陸
の
た
め
の
基
準
に
適
合
せ
ず
、
留
学
の
在
留
資
格
を
決
定
し
て
上
陸
許
可
の
証
印
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
と
な
る
。

二
に
つ
い
て

「
日
本
語
教
育
機
関
の
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
必
要
な
見
直
し
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
日
本
語
教
育
機
関
に
お
け
る
授
業
が
会
話
等
表
現
活
動
を
中
心
と
し
た
教
育
内
容
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
「
日

本
語
の
一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
同
時
に
授
業
を
行
う
生
徒
数
は
、
二
十
人
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

留
学
の
項
の
下
欄
第
六
号
に
基
づ
く
告
示
に
よ
っ
て
定
め
る
日
本
語
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
の
学
習
を
主
目
的

と
し
て
来
日
し
滞
在
す
る
外
国
人
を
対
象
に
日
本
語
教
育
を
行
う
教
育
機
関
と
し
て
そ
の
目
的
を
適
切
に
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
そ
の
収
容
定
員
の
増
員
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
一
年
に
一
度
と
し
て
い
る
が
、
前
回
の
増
員
か
ら
一
年
を

経
過
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
務
省
に
お
い
て
審
査
し
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
増

員
を
認
め
て
い
る
。

二



当
該
審
査
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
人
員
を
確
保
し
て
行
っ
て
い
る
。

三


